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異
動
シ
ー
ズ
ン
で
す

異
動
シ
ー
ズ
ン
で
す

  
届
け
出
は
お
早
め
に
！

届
け
出
は
お
早
め
に
！

　

住
所
異
動
が
特
に
多
い
３
月
末

の
休
日
に
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分

 

〜
午
後
５
時
15
分

受
付
場
所

　

市
民
課（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）

※
各
支
所
は
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。

取
扱
業
務　

表
１
の
と
お
り

※
届
出
の
種
類
に
よ
っ
て
受
付
で

き
な
い
場
合
や
再
度
お
越
し
い

た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

本
庁
市
民
課
・
各
支
所
市
民
福

祉
課
の
窓
口
は
、
こ
れ
か
ら
の
時

期
、
週
初
め
や
金
曜
日
、
ま
た
昼

休
み
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
時
間
帯
を
避
け
る
か
、

待
ち
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
ご
来

庁
く
だ
さ
い
。

　

市
役
所
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日

（
休
日
窓
口
開
設
は
除
く
）は
休
み

で
す
が
、
戸
籍
の
届
け
出
の
受
付

（
死
亡
、出
生
、婚
姻
、離
婚
届
等
）

と
埋
・
火
葬
許
可
証
の
発
行
は

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
戸
籍
謄

（
抄
）本
、
住
民
票
の
写
し
は
、
郵

便
請
求
も
で
き
ま
す
。

　

住
民
登
録
は
、
市
民
の
居
住
関

係
の
公
証
、
選
挙
人
名
簿
の
登
録
、

小
・
中
学
校
の
入
学
、
医
療
費
の

助
成
、
各
種
検
診
な
ど
の
基
本
と

な
り
ま
す
の
で
、
異
動
が
あ
っ
た

場
合
は
必
ず
期
限
内
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。（
表
２
参
照
）

　

な
お
、
転
出
・
転
居
を
す
る
場

合
は
、
子
供
の
転
校
に
関
す
る
届

け
出
、
水
道
の
開
閉
栓
の
届
け
出

（
使
用
ま
た
は
停
止
日
の
２
日
前

ま
で
）を
行
い
、
ま
た
、
郵
便
局

や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
電
話
・
電
気
・
ガ
ス

会
社
に
も
忘
れ
ず
に
連
絡
し
ま

し
ょ
う
。

　

本
庁
市
民
課
窓
口
日
曜
サ
ー
ビ

ス
は
、
日
曜
日
の
午
前
中
、
午
前

８
時
30
分
か
ら
正
午
ま
で
開
設
し
、

住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
、
戸
籍
の

全
部
事
項
証
明
書
・
個
人
事
項
証

明
書（
戸
籍
謄
抄
本
）、
所
得
証
明

書
、
自
動
車
臨
時
運
行
許
可
な
ど

の
各
種
証
明
書
を
発
行
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
住
民
異
動
届
に
つ
い
て

は
、
お
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
税
務
証
明
な
ど
の
一
部
に
も
、

お
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務
が

あ
り
ま
す
。

　

３
月
、
４
月
は
就
職
や
転
勤
、
進
・
入
学
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

　

引
っ
越
し
さ
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
忘
れ
て
な
ら

な
い
の
が
住
所
の
届
け
出
で
す
。
こ
の
時
期
は
、本
庁
市
民
課
・

各
支
所
市
民
福
祉
課
の
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
必
要

な
届
け
出
は
早
め
に
手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、引
っ

越
し
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
粗
大
ご
み
等
は
、
適
切
に
処
分
し
ま

し
ょ
う
。（
処
分
方
法
は
４
頁
参
照
）

３
月
28
日（
土
）・
29
日（
日
）

 

市
民
課
休
日
窓
口
を
開
設

待
ち
時
間
に
余
裕
を
！

住
所
の
異
動
届

市
民
課
窓
口
日
曜
サ
ー
ビ
ス

表１．３月28日㈯.29日㈰の取扱業務
〇住民異動届（転入届・転出届・世帯変更届など）の受付
〇証明書（住民票・戸籍関係、印鑑登録）の交付
〇印鑑登録の受付
〇戸籍届（婚姻届・出生届など）の受付

＜住民異動に関連する事務＞
〇国保の加入・喪失届　　〇国民年金加入・喪失届　
〇後期高齢者医療被保険者証の交付・返還
〇後期高齢者医療高額医療費申請　　
〇児童手当の認定申請・消滅届
〇乳幼児医療受給資格登録申請
〇所得証明書・納税証明書・課税証明書の交付
〇入学通知書・転入学通知書の交付
〇転入転出に係る重度心身障がい者医療費受給資格の申請
〇水道の開閉栓の受付

表２．住民異動の主な届け出
こんな
と　き

届の
種類 届け出に必要なもの 届け出

期限

市外から
移ってき
たとき

転
入
届

届出人の印鑑、転出証明書（前住所
地で発行します）、国民年金手帳、
国民健康保険証（加入者のみ）、介
護保険受給資格証明書（資格者の
み）、小・中学生のいる方は在学証
明書

本市に来
てから14
日以内

市外へ移
るとき

転
出
届

届出人の印鑑、国民健康保険証、
後期高齢者医療被保険者証、介護
保険証（加入者のみ）、印鑑登録証
（登録者）

本市から
他の市区
町村へ移
る日まで

市内で住
所を変更
したとき

転
居
届

届出人の印鑑、国民年金手帳、国
民健康保険証、後期高齢者医療被
保険者証、介護保険証（加入者のみ）

転居した
日から14
日以内

世帯主が
変わった
とき

世帯
主変
更届

届出人の印鑑
国民健康保険証（加入者のみ）

変 更 の
あった日
から14日
以内
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■
本
籍
を
移
す
に
は
転
籍
届

　

本
籍
を
移
す
と
き
は
、
転
籍
届

を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

住
所
の
異
動
届
だ
け
で
は
、
本
籍

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。（
届
け
出
の

際
は「
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書

（
戸
籍
謄
本
）」１
通
が
必
要
）

■
出
生
届
は
14
日
以
内
に

　

子
供
が
生
ま
れ
た
日
か
ら
14
日

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
そ

の
際
、
届
け
出
る
人
の
印
鑑
、
母

子
健
康
手
帳
、
届
出
用
紙
に
医
師

等
の
出
生
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
国
保
の
加
入
や
乳

幼
児
医
療
費
の
助
成
、
児
童
手
当
、

出
産
育
児
一
時
金
な
ど
の
申
請
手

続
き
も
併
せ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
結
婚
し
た
ら
婚
姻
届

　

届
け
出
に
は
、
夫
婦
の
印
鑑
と

証
人
と
し
て
成
年
２
人
の
署
名
、

押
印
が
必
要
で
す
。
市
内
に
本
籍

の
な
い
方
は
、
戸
籍
の
全
部
事
項

証
明
書（
戸
籍
謄
本
）を
添
え
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
未
成
年
の
方
は

両
親
の
同
意
が
必
要
で
す
。

■
死
亡
届
は
７
日
以
内
に

　

死
亡
届
は
、
死
亡
し
た
日
か
ら

７
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
届
出
人
の
印
鑑
と
医
師

の
死
亡
診
断
書
が
必
要
で
す
。

戸
籍
の
届
け
出

　

こ
の
ほ
か
、
国
保
、
国
民
年
金

の
喪
失
手
続
き
、
葬
祭
費
の
申
請
、

印
鑑
登
録
証
、
後
期
高
齢
者
医
療

受
給
者
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
な

ど
の
返
還
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
埋
・
火
葬
許
可
証
は
、

届
け
出
の
際
に
お
渡
し
し
ま
す
。

■
戸
籍
や
住
民
異
動
の
届
け
出
の

際
に
は
身
分
証
明
書
の
提
示
を

　

全
国
各
地
に
お
い
て
、
婚
姻
・

離
婚
・
養
子
縁
組
・
住
民
異
動
な

ど
の
虚
偽
の
届
出
事
件
が
多
発
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
届
け
出
を

持
参
し
た
方
に
、
運
転
免
許
証
・

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署
発
行
の

顔
写
真
が
添
付
さ
れ
て
い
る
身
分

証
明
書
を
提
示
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

市
民
課
市
民
記
録
係

　

☎（
55
）５
１
０
４

　

各
支
所
市
民
福
祉
課
市
民
係

　

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
は
、
一

般
的
に
は
住
民
基
本
台
帳
の
記
録

に
基
づ
い
て
行
い
ま
す
が
、
選
挙

人
名
簿
登
録
の
基
準
日
現
在
で
実

際
に
二
本
松
市
内
に
住
ん
で
い
な

い
方
に
つ
い
て
は
、
当
市
の
選
挙

人
名
簿
へ
登
録
で
き
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

学
生
で
二
本
松
市
に
住
民
登
録

を
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
就
学

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録

地
で
あ
る
市
外
の
ア
パ
ー
ト
に
住

ん
で
通
学
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、

市
内
に
住
ん
で
い
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
た
め
、
当
市
の
選
挙
人
名

簿
へ
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

一
方
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

実
際
に
お
住
ま
い
の
市
町
村
で
も

住
民
登
録
が
な
く
選
挙
人
名
簿
へ

登
録
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
い
ず
れ

の
市
町
村
で
も
投
票
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
異

動
が
あ
っ
た
場
合
は
必
ず
期
限
内

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
選
挙
管
理
委
員
会
で
は

選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
あ
た
っ
て

居
住
状
況
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎（
55
）５
１
４
６

国保の届け出・変更は14日以内に
　国保の届け出は、住所の変更や職場の保険に加入（喪失）したときな
どは、14日以内に届け出をしてください。
　また、就学のため市外にお住みになる学生の方には、家族とは別の
保険証を交付しますので、在学証明書を持参のうえ、国保年金課国保
年金係または各支所市民福祉課市民係で手続きをしてください。

いろいろな国保の届け出
こんなとき 届け出に必要なもの

国
保
に
入
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者になれない理由の証明書
子供が生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 外国人登録証明書、パスポート

国
保
を
や
め
る
と
き

他市区町村へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険証（両方）
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人が転出、出国するとき 保険証、外国人登録証明書

そ
の
ほ
か
の
と
き

退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき

保険証
市内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯合併や世帯分離をしたとき
修学のため、子どもが他の市区町村に転出
したとき 保険証、在学証明書

出稼ぎや長期旅行で、別に保険証が必要な
とき 保険証

施設に入所したとき 保険証、在園証明書
保険証をなくしたり、あるいは汚れて使え
なくなったりしたとき

本人であることを証明するもの（使
えなくなった保険証）

※外国人に関する手続き以外は印鑑が必要です。


